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町税

26億6,154万円26億6,154万円

10億5,280万円10億5,280万円

地方交付税

16億9,914万円16億9,914万円

町債

7億8,627万円7億8,627万円

国県支出金

11億5,275万円11億5,275万円

諸収入

6億1,273万円6億1,273万円

繰延金

3億4,936万円3億4,936万円

繰入金

2億8,157万円2億8,157万円 その他 2億7,670万円2億7,670万円

地方消費税交付金

3億7,941万円3億7,941万円

分担金及び負担金 1億2,746万円1億2,746万円

都市計画税

固定資産税

1億4,494万円1億4,494万円

1億6,965万円1億6,965万円

（収入率 96.5％）

歳 入
83億2,693万円
歳 入

83億2,693万円

その他

町民税

12億9,415万円12億9,415万円

（執行率 92.4％）

歳 出
79億7,148万円
歳 出

79億7,148万円

民生費

23億1,531万円23億1,531万円

土木費

7億5,871万円7億5,871万円
総務費

12億6,147万円12億6,147万円

公債費

7億1,732万円7億1,732万円

8億4,374万円8億4,374万円

教育費
8億2,469万円8億2,469万円

商工費

7億3,949万円7億3,949万円

衛生費

3億1,421万円　　　　　　　3億1,421万円　　　　　　　

9,774万円　　　　　　9,774万円　　　　　　

消防費 労働費 3,914万円3,914万円

農林水産費 5,966万円5,966万円議会費
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平
成
二
十
八
年
度
の
予
算
執
行
に
当
た
っ
て
は
、
第
７
次

総
合
計
画
、
未
来
を
創
る
総
合
戦
略
、
第
２
次
行
財
政
経
営

プ
ラ
ン
が
ス
タ
ー
ト
し
、
中
長
期
的
視
点
に
よ
る
計
画
行
政

を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
継
続
と
な
る
赤
砂
崎
公
園
整
備
事

業
や
街
な
み
環
境
整
備
事
業
に
加
え
、
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ

ー
改
修
事
業
や
移
住
定
住
促
進
対
策
事
業
な
ど
を
重
点
事
業

と
し
て
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
し
た
。

　

町
の
歳
入
の
根
幹
を
な
す
町
税
で
は
、
個
人
町
民
税
の
増

収
な
ど
、
回
復
基
調
に
あ
り
ま
す
が
、
地
方
交
付
税
で
国
勢

調
査
に
お
い
て
、
人
口
減
少
に
よ
る
数
値
の
見
直
し
な
ど
に

よ
り
、
大
幅
な
減
額
と
な
り
、
依
然
と
し
て
厳
し
い
財
政
状

況
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　

そ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
も
確
実
な
事
業
実
施
の
た
め
、

前
年
度
に
引
き
続
き
、
計
画
的
に
準
備
し
て
き
た
特
定
目
的

基
金
の
活
用
に
よ
り
、
他
の
事
業
へ
の
影
響
を
最
小
限
に
と

ど
め
、
大
型
投
資
的
事
業
を
順
調
に
実
施
す
る
と
と
も
に
、

各
種
ソ
フ
ト
面
に
も
配
慮
し
た
予
算
執
行
に
努
め
て
ま
い
り

ま
し
た
。

　

健
全
化
判
断
比
率
等
に
つ
い
て
は
、
中
長
期
的
視
点
に
よ

る
行
財
政
運
営
を
進
め
て
き
た
こ
と
に
よ
り
、
二
十
八
年
度

に
お
い
て
も
、
す
べ
て
の
指
数
に
お
い
て
早
期
健
全
化
基
準

を
下
回
る
良
好
な
結
果
と
な
り
ま
し
た
。

　

今
後
も
新
た
に
策
定
し
た
各
種
計
画
に
沿
っ
て
、
健
全
・

堅
実
な
行
財
政
運
営
を
全
力
で
行
っ
て
ま
い
り
ま
す
。

平
成
28
年
度 

決
算
報
告

平
成
28
年
度 

決
算
報
告

九
月
議
会
で
二
十
八
年
度
決
算
を
認
定

一 般 会 計
【歳入】
・町　　　税：町民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、

たばこ税、入湯税など
・地方交付税：人口や税収などに応じて国から町に交付された

お金
・町　　　債：事業を行うために国や金融機関から借り入れた

お金
・国県支出金：特定の目的のために国や県から交付されたお金
・繰　入　金：特別会計や企業会計、基金などから繰り入れた

お金
・諸　収　入：他の収入科目に含まれない収入をまとめたもの

延滞金、預金利子、宝くじ収益金など 
・繰　越　金：前年度から繰り越されたお金
・地方消費税交付金：消費税のうち、地方に配分されるお金
　　　　　　　総額３億7,941万円のうち、１億5,688万円は

社会保障施策の財源に充てました。
・そ　の　他：負担金、使用料、手数料、寄附金など

町税を１人当たりにすると、132,672円納めたことになり
ます。※平成29年3月31日時点の人口20,061人より算出
内訳は次のとおりです。
・町民税 64,551円 ・固定資産税 52,480円
・都市計画税 7,225円 ・町たばこ税 5,373円
・軽自動車税 2,800円 ・入湯税 284円

町民１人当たり、397,362円使いました。（前年比△23,320円）
※平成29年3月31日時点の人口20,061人より算出
◎主な一人あたりの費用は次のとおりです
・民生費 115,413円 ・総務費 62,882円
・教育費 42,059円 ・商工費 41,109円
・土木費 37,820円 ・衛生費 36,862円

【歳出】
・民　生　費：社会福祉や児童福祉などの経費
・教　育　費：学校教育や生涯学習の充実などの経費
・総　務　費：町行政全般の管理などの経費
・商　工　費：商工業、観光の振興などの経費
・土　木　費：道路橋りょうや公園の整備・管理などの経費
・公　債　費：事業を行うために借りたお金を返済するため

の経費
・衛　生　費：保健や健康増進、ごみ処理などの経費
・消　防　費：消防や防災対策などの経費
・農林水産業費：農林業の振興などの経費
・議　会　費：議会活動の経費
・労　働　費：労務対策のためなどの経費

予算現額 86億2,814万円
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●特別会計●特別会計

●平成28年度 主な事業●平成28年度 主な事業

●企業会計●企業会計

・町土地開発公社損失補填補助事業 3億4,895万円
・障害者福祉関連事業 3億3,307万円
・リサイクル施設整備事業 3億　305万円
・介護保険事業 2億5,432万円
・保育所管理運営事業 1億9,982万円
・埋蔵文化財センター改修事業 1億5,472万円
・赤砂崎公園整備事業 1億5,074万円
・医療給付事業 1億2,714万円
・道路維持補修事業 8,727万円
・街なみ環境整備事業 8,667万円
・高齢者支援関連事業 8,157万円
・焼却ごみ処理事業 7,911万円
・年金生活者等支援臨時福祉給付金事業 7,486万円
・体育館管理事業 5,544万円
・資源物等処理事業 4,790万円
・疾病予防事業 4,384万円
・町内循環バス運行事業 3,718万円
・英語教科補助指導事業 3,255万円
・介護予防事業 3,127万円
・湖周ごみ処理施設整備事業 2,885万円
・移住促進対策事業 2,883万円 など

会計名 会計名 区　分 決算額歳　入 歳　出

水 道 事 業
収益的 収入

支出
収入
支出
収入
支出
収入
支出

資本的

収益的

資本的
下水道事業

25億1,257万円
816万円

3億3,436万円
1,625万円

4億2,717万円
2億5,072万円

203万円

2億6,467万円
2億4,905万円
1億1,716万円
2億6,790万円
5億9,430万円
5億7,516万円
2億　317万円
3億8,148万円

25億1,257万円
698万円

3億3,331万円
496万円

3億8,431万円
2億5,072万円

113万円

国 民 健 康 保 険
駐 車 場 事 業
後 期 高 齢 者 医 療
交 通 災 害 共 済 事 業
温 泉 事 業
特別養護老人ホーム事業
東 山 田 財 産 区

●会計別借入金等残高の状況●会計別借入金等残高の状況

●平成28年度決算に基づく健全化判断比率等の状況●平成28年度決算に基づく健全化判断比率等の状況

会計名

合　計

一 般 会 計

未 償 還 元 金
28年度末 27年度末
96億5,909万円
2億3,029万円
18億　857万円
11億9,025万円
32億2,911万円
128億8,820万円

95億1,271万円
1億6,373万円
19億7,870万円
11億4,742万円
32億8,985万円
128億　256万円

温 泉 事 業
下水道事業
水 道 事 業

計

特
別
・
企
業
会
計

比率名

下諏訪町では、全ての指数が健全化基準に達しておらず、指数的には健全財政が保たれています。

一般会計等の実質赤字の比率
全ての会計の実質赤字の比率
公債費及び公債費に準じた経費の比重を示す比率
一般会計等が将来負担すべき実質的な負債を捉えた比率
公営企業ごとの資金不足の比率

―  
―  
  0.5
94.8
―  

15.0
20.0
25.0
350.0
20.0

20.0
30.0
35.0

比率の内容 比率 早期健全化基準 財政再生基準
実 質 赤 字 比 率
連結実質赤字比率
実質公債費比率
将 来 負 担 比 率
資 金 不 足 比 率

●基金の管理状況（一般会計）●基金の管理状況（一般会計）

基金名称

合　計

平成28年度平成27年度末
現在高

平成28年度末
現在高積立金等 取崩額等

10億1,367万円
60万円

9億3,843万円
8,937万円

20億4,207万円

2,466万円
-

1億1,237万円
330万円

1億4,033万円

-
-

7,837万円
-

7,837万円

10億3,833万円
60万円

9億7,243万円
9,267万円

21億　403万円

財政調整基金
減 債 基 金
特定目的基金
定額運用基金

※財政調整基金：年度間の財源の不均衡を調整するために積み立てる基金
※減 債 基 金：公債費の償還を計画的に行うために積み立てる基金
※特定目的基金：特定の目的のために積み立てる基金（公共施設整備基金、地域開発整備基金など）
※定額運用基金：定額の資金を運用するために積み立てる基金（奨学基金、こども未来基金など）

■問い合わせ　下諏訪町 総務課 財政係　電話27-1111（内線264・265）

　地方公共団体の財政の健全化に関する法律（以下、財政健全化法という）に基づき、下諏訪町の健全化判断比率
（実質赤字比率など４指標）及び資金不足比率の算定結果をお知らせします。財政健全化法は、「早期健全化」と「
財政再生」の２段階で財政状況をチェックするとともに、公営企業や第三セクターを含めた地方公共団体全体の財政
状況を明らかにしようとするもので、早期健全化基準を超えると財政健全化計画を策定して自主的に、財政再生基
準を超えると財政再生計画を策定して国の監督下で財政の再建に取り組まなければなりません。

埋蔵文化財センター改修事業

赤砂崎公園整備事業


